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 本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号を教え頂い

た会社へお送りしております。不要の方はお手

数ですがメール、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連

絡下さいますようお願い申し上げます。 

就業規則は定期的な見直しが必要です 

たとえ完璧に作られた就業規則であっても、

時間の経過とともに不都合が起きる可能性があ

ります。定期的に、出来れば１年に一回は見直

しが必要です。弊事務所では、法的視点、第３

者的視点から御社の就業規則を診断します。 
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退職金の不支給・減額

退職金制度は、社員の退職後の生活設計を容易

にするための優れた制度ですが、円満退職しなか

った社員に対しては支払いたくないと考える社長

さんが多いのも事実です。今回は、このような時

の退職金の不支給、減額について見てみます。 

 退職金の性格  

退職金には多くの性格が絡んでいますが、主に

①長年の勤続に対する功労報償、②賃金の後払い

の２つの性格があると言われています。これらの

性格は、厳密に分けることはできませんが、資格

等級などと在任年数をポイントして累積するポイ

ント式退職金制度では、賃金の後払いの性格が強

いといわれています。労働基準法では、退職金制

度が就業規則等で定められ、退職金が算出可能で

あると賃金の後払いと見なされ、根拠なしの不支

給や減額は労働基準法違反とされます。 

賃金の後払いのときは、不支給や減額が困難と

判断されることが多くなりますが、功労報償であ

っても不支給・減額が簡単に認められるものでは

ありません。 

 三晃社事件  

約１０年勤務した広告代理店の社員が自己都合

退職した。会社の規則によれば、退職金は同業他

社へ転職のときは自己都合退職の２分の１で計算

されることとなっていた。会社は退職時に自己都

合時の退職金を支払い、その際に同業他社に就職

した場合には、半額を返還する旨を伝えた。しか

し、退職後２０日ほどで同業他社へ入社し、在職

中に担当していた少なくとも４社を顧客として奪

った。会社は、支払済み退職金の半額の返還を求

めて提訴した。 

裁判所は、会社の規則によると同業他社へ入社

したときの退職金は自己都合による退職のときの

半額しか発生しない趣旨であると認定し、会社の

返還請求を認めた。（最高裁 S52.8.9） 

 酒気帯びで事故を起こした社員の退職金  

郵便事業（株）の社員が私用で酒気帯び運転を

して物損事故を起こし、現場から逃走後に逮捕さ

れた。会社は、就業規則に基づいて懲戒解雇と

し、退職金を不支給とした。社員は、不服として

懲戒解雇の無効を提訴し、予備的に退職金の支払

いを求めた。 

裁判所は、懲戒解雇を認めた。更に退職金は、

車による集配を主たる業務とする社員としての適

格性を欠き、永年の勤続の功を相当程度減殺する

としながらも、業務外の物損事故であったことか

ら、勤続の功を抹消するほどの重大な不正行為で

はないとして、不支給ではなく７割減の支給とし

た。（東京高裁 H25.7.18） 

 まとめ   

問題のある行為をして退職をした社員の退職金

を不支給・減額とするには、会社の就業規則、退

職金規程等に、その旨の規定が事由と共に明示し

てあることが前提です。その上で、退職時の行為

が、長年の功績を無にするか、減殺するかが問わ

れることになります。 

会社は、退職金を不支給・減額することが目的

ではありません。制度の趣旨を周知し、定年退職

であれ、自己都合退職であれ円満な退職により、

事業の安定を保つことが肝要です。


